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（２）リスクの見積りの設定 
「リスク」は、危険性又は有害性による負傷や疾病の可能性の「可能性の度合」

と、それが発生したときの危害の「重篤度」を組み合わせて見積りますが、「可能

性の度合」と「重篤度」の大きさはそれぞれその程度により数段階に区分する必

要があります。 
例えば前述の指針で示された数値化の手法では、「重篤度」と「可能性の度合」

をそれぞれ次のように４段階に区分して設定しています。これらのように、リス

クの見積りを行う人が、見積りやすいように判定の基準や考え方を分かりやすく

示し、事業場や職場の実態に応じたものとして設定する必要があります。 
表２－１ 重篤度の区分例 

重篤度 判定の基準 
致命傷 死亡災害や身体の一部に永久損傷を伴うもの 
重 大 休業災害（１か月以上のもの）、一度に多数の被災者を伴うもの 
中程度 休業災害（１か月未満のもの）、一度に複数の被災者を伴うもの 
軽 度 不休災害やかすり傷程度のもの 

表２－２ 可能性の度合の区分例 
可能性の度合 判定の基準 
極めて高い 日常的に長時間行われる作業に伴うもので回避困難なもの 
比較的高い 日常的に行われる作業に伴うもので回避可能なもの 
あ  る 非定常的な作業に伴うもので回避可能なもの 

ほとんどない まれにしか行われない作業に伴うもので回避可能なもの 
 

（３）リスクの優先度の設定 
見積もられたリスクの大きさに対し、優先的に対策を行うためのレベル分けを

設定することが必要です。これが「リスクの優先度」です。 
例えば前述の指針で示された数値化の手法では、リスクの優先度を３段階にレ

ベル分けし、それぞれ取るべき措置の基準を次のように設定しています。なお、

レベル分けはあまり細かくするのではなく、３～５段階程度にするのが良く、事

業場や職場の実態に応じたものとして設定します。 
表２－３ リスクの優先度例 

リスク 優先度 取るべき措置 

30 点以上 高 
・直ちにリスク低減措置を講ずる必要がある。 
・措置を講ずるまで作業停止する必要がある。 
・十分な経営資源を投入する必要がある。 

10～29 点 中 
・速やかにリスク低減措置を講ずる必要がある。 
・措置を講ずるまで使用しないことが望ましい。 
・優先的に経営資源を投入する必要がある。 

10 点未満 低 ・必要に応じてリスク低減措置を実施する。 
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ステップ６ リスク低減措置の検討及び実施 

 
「ステップ５ リスクの見積り」の結果、原則としてリスクの優先度が高いと評価

されたリスクから、リスクアセスメント責任者が中心となってリスクの除去・低減措

置案を検討します。なお、事業場として、このような措置実施の優先順位の原則をあ

らかじめ明確に定めておくことをお勧めします。 
 

（１）リスク低減措置の優先順位 
リスク低減措置の検討にあたっては、法令に定められた事項がある場合、必ず法

を遵守しなければなりません。 
さらに、指針ではリスク低減措置の優先順位が定められているので 44 頁に紹介

するこのリスク低減措置の優先順位を基本に、費用対効果を踏まえ、著しく合理性

を欠くことがないかなどを考慮し、１つのリスクについて具体的な措置案を複数検

討し、その中から最適なものを採用します。ただし、可能な限り高い優先順位のリ

スク低減措置（設備面等の抜本対策）を実施することが重要です。 

 
（２）リスク低減措置の効果予測 

検討されたリスク低減措置それぞれについて、措置実施によるリスク低減の予測

を行って、その中から最適なリスク低減措置を決定します。このとき、リスク低減

措置の実施が作業性、生産性や品質などにどのような影響を及ぼすのか、作業者や

スタッフとも相談しておくことが大切です。 
採用するリスク低減措置は、１つのリスクについて１つとは限らず、複数を組み

合わせて実施する、あるいは順番に実施することもあります。また、採用するリス

ク低減措置が法令などの基準に適合しているかを必ず確認するようにします。 
このとき、危険性又は有害

性をなくす、人が危険性又

は有害性に近づかないよう

にする以外の対策では、人

の行動に依存した対策であ

り、人がその対策を実施し

なかった場合には全く効果

がないことからリスクを下

げないとする考え方もあり

ます。 
 


